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１ 入札参加資格の要件 

次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除き、競争入札に

参加することができません。 

（１）建設業法（昭和２４年法律第１００号第３条第１項）に基づく許可を受けて 

いない者 

（２）成年被後見人、被保佐人および破産者で復権を得ない者 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号の 

いずれかに該当する事実があった場合 

（４）建設工事競争入札参加資格審査申請書およびその添付書類に虚偽の事項を記 

載した者 

（５）申請書提出日において市税等を滞納している者 

（６）申請書提出日の属する年の前年に営業の実績がない者 

 

２ 受付期間 

当該年度の１月１４日から３月１０日まで（土曜日､日曜日および祝祭日は除く。） 

ただし、当組合が特に必要と認める場合は、上記受付期間外でも受付をする場合 

があります。 

（１）持参の場合  

受付時間 ９時から１２時までおよび１３時から１７時まで 

（２）郵送・宅配便の場合 

当該受付年度の３月１０日に必着 

＊受付期限内に不備・不足等の書類が揃わない場合は、資格者として登録で 

きないことがありますので早めに提出してください。 

 

３ 有効期間 

  受付期間の翌年度および翌々年度の２ヵ年 

 

４ 受付場所（問合せ先） 

   〒９１７－００７８ 

福井県小浜市大手町７番８号 若狭消防組合消防本部 

電 話     ０７７０－５３－０１１９（代表） 

ＦＡＸ     ０７７０－５２－４１４１ 

Ｅ－ｍａｉｌ  shoubou@wakasa-fd.jp 
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５ 提出書類および注意事項 

（１）提出書類、添付書類一覧表を参考に提出してください。 

（２）提出書類はＡ４判サイズ（原本での提出書類は除く。）で 1 部とします。 

（３）県内業者、県外業者の区分は、契約行為をしようとする支店等（営業所等） 

の所在地を基準にしてください。 

（４）記載事項が１枚で終わらない場合は、同一の様式で延長してください。 

（５）提出書類に虚偽の記載または重要な事項、事実を記載しなかった場合等は資 

格の登録はできません。また資格登録後その事実が判明した場合は資格の取消 

しを行うことがあります。 

（６）地方自治法、関係諸法令等を確認遵守のうえ提出してください。 

（７）証明書等の発行に際し、代理人が請求した場合に委任状が必要となる場合が 

ありますので注意してください。 

 

提出書類・添付書類一覧表 

提出書類・添付書類 注意事項 

申請書綴方法 
１ 申請書類は、下記番号順に長辺の左側に穴を２つ開

け、ひもとじとしてください。 

①建設工事競争入札 

参加資格審査申請書 

（様式第 1 号） 

１ 委任の有無にかかわらず申請は本社代表者・実印 

２ 許可を受けている建設業と許可年月日・登録を希望

する工事の種別を記入（競争入札に参加できる範囲は 

登録された業種に限られます。） 

３ とび・土工・コンクリート工事については「法面処

理工事」、「交通安全施設工事」、「とび・土工・コンク

リート工事」の３つに区分します。 

４ 登録内容の照会先、委任する場合は委任先を記入 

②誓約書（様式第 2 号） 委任の有無にかかわらず本社代表者・実印で作成 

③委任状 

支店等（営業所等）に契約行為・請求行為等の権限を

委任する場合作成 

１ 委任者は本社代表者 

２ 委任の期間は当該年度の翌年度および翌々年度の２

ヵ年 

３ 受任者印は、使用印鑑届の使用印と同じ印 

④使用印鑑届 

（様式第 3 号） 

１ 法人の場合、申請は本社代表者・実印  

使用印欄に入札・契約等に使用する印を押印（委任 

をする場合は、支店等の代表者印） 

２ 個人の場合、申請者住所、氏名を記入し、実印を押 
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 印 

使用印欄に入札・契約等に使用する印を押印 

⑤印鑑証明書 
１ コピー可（申請日より３ヵ月以内に発行のもの） 

２ 印影を拡大・縮小したコピーは不可 

（法人） 

⑥商業登記簿謄本 

現在事項全部証明書 

コピー可（申請日より３ヵ月以内に発行のもの） 

（個人） 

⑦身元証明書 

１ 本籍地市町村で発行 

２ コピー可（申請日より３ヵ月以内に発行のもの） 

⑧許可書等 

１ 建設業許可通知書（コピー可） 

２ 委任する場合は、登録する支店等の許可または登録 

業種記載部分（営業所一覧等）を提出（コピー可） 

３ 電気工事を申請するものは、電気工事業の業務の適 

正化に関する法律第３４条第４項に基づき電気工事業 

を開始した旨の届出をしたことを証する書類（届出受 

理書の写し）の提出 

⑨経営規模等評価結果通

知書・総合評定値通知書 

最新のもの（コピー可） 

原則、新経審の結果通知書での受付とします。 

⑩建設業退職金共済組合

加入証明書 

１ 建設業退職金共済組合・中小企業退職金共済組合・

特定退職金共済団体等の加入証明書（コピー可） 

２ ⑨経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で

「建設業退職金共済制度加入の有無」が「有」となっ

ている場合には、書類提出を省略することができます。 

⑪工事経歴書 

   （様式第 4 号） 

１ 様式下欄の要領により登録する業種ごとに作成 

２ 独自様式可 

⑫常勤技術者調べ 

   （様式第 5 号） 

１ 委任する場合は、登録する支店等の技術者を記入 

２ 独自様式可 

⑬納税証明書 

１ 法人の場合 

 法人にかかる国税（様式その３の３） 

    〃  県税 

    〃  市町村税（東京都の場合は都税） 

すべての税について滞納のない旨の証明 

２ 個人の場合 

 代表者にかかる国税（様式その３の２） 

    〃   県税 

    〃   市町村税 

すべての税について滞納のない旨の証明 
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３ 委任する場合、本社と委任先両方の証明書を添付 

４ コピー可（申請日より３ヵ月以内に発行のもの） 

 

以下については、ひもとじしないでください。 

⑭登録帳票 

１ 申請書記載の内容と相違のないよう注意すること 

２ 支店等で登録する場合２枚目の本社登録の欄に本社 

住所等を記入 

⑮封筒（受付通知・訂正、

不足書類等連絡用） 

１ 持参の場合は不要 

２ 返信先の郵便番号、住所、氏名を記入し、８０円切 

手を貼付 

⑯封筒（審査結果通知用） 

１ 持参・郵送どちらで提出する場合でも必要（郵送の 

場合、封筒は⑮⑯の２通必要） 

２ 返信先の郵便番号、住所、氏名を記入し、８０円切 

手を貼付 

⑰受付通知表 

１ 商号または名称を記入 

２ 申請書類を提出する前に書類がそろっているかチェ

ックしてください。 

※コンサルタント等や物品等もあわせて申請される場合、受付通知等はまとめて送

付しますので⑮⑯の封筒は１社で１通としてください。（それぞれに添付していただ

く必要はありません。） 

 

６ 申請書等入手方法 

  申請要領、提出書類等は、ホームページにおいて掲載するほか若狭消防組合消 

 防本部で配布しています。郵送による配布はいたしません。 

  若狭消防組合ホームページ（http://www.wakasa-fd.jp/） 

 

７ 提出方法 

（１）提出書類を持参する場合 

申請者または提出書類の内容を説明できる方が持参してください。提出書類を

確認後、受付通知表をお渡しします。 

（２）郵送・宅配便により提出する場合 

①封筒に「資格審査申請書（建設工事）」と朱書きのうえ、書留郵便等配達記 

録が残るものとしてください。 

なお、提出書類を確認後、受付通知表を返送します。 

    ②当該受付年度の３月１０日に必着 



5 

 

８ その他 

（１）受付通知表を確認し、提出書類の不備・不足等がある場合は、受付期間内(原

則)に所要の補正をしてください。書類が整っていない場合、競争入札参加資格

者としての登録ができません。 

（２）審査結果については書類審査後、各申請者宛に通知します。 

（３）有効期間中に申請の内容等に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出し

てください。 

（４）有効期間中に、納期限の到来している税の滞納がある場合は、資格取得後で

あっても資格を喪失する場合があります。 

（５）この要領に定めのない事項（様式、参加資格、届出等）については、小浜市

財務規則および同規則の規定に基づく、建設工事等の請負契約にかかる競争入

札参加者の資格等に関する規程を準用します。 

 （６）施行日前になされた申請、受付および審査結果については、建設工事競争入

札参加資格申請要領に基づく申請、受付および審査結果とみなします。 

９ 施行日 

  平成２５年２月８日  


